
○原子力災害対応マニュアルと地域防災計画等との関係について

　

原子力防災に関する専門的、

技術的事項を規定

防災指針

・総合的かつ計画的な防災行政の推進を規定

・災害予防、応急、復旧対策について規定

災害対策基本法

・災害対策基本法の特別法

・国、自治体、事業者の責任を明記

・原子力災害の発生に係る基準

原子力災害対策特別措置法

・災害対策基本法に基づく具体的な運用を規定

・専門的・技術的事項については防災指針を尊重

防災基本計画（中央防災会議)

・

・栃木県における防災計画

・原子力災害対策編については新設

栃木県防災計画（原子力災害対策編)
(栃木県防災会議)

・原子力災害にあたり、主に行政職員の

実施すべき事項を規定

・作成後、防災計画の策定、防災指針の

改訂内容に応じて、必要に応じて改訂

原子力災害対応マニュアル

（原子力災害対策ＰＴ）

原子力災害において、一般的知識

や基本的な対応方針について規定

・総論、事前・予防対策

・応急対策、復旧対策

マニュアル本文

原子力災害への対応にあたり、具

体的な手順、基準等を規定
・モニタリング

・除染など

実施計画、要領

原子力災害対策に係る重要事項に

ついて記述

※構成については、マニュアルと概

ね同様

マニュアルの作成後、防災指針等

の改定により規定された事項

(ＰＰＡ等における防護対策として、
見直し、追加が必要な事項：住民

への連絡体制、屋内退避、安定ヨ

ウ素剤の配布など)


